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A. 研究目的 

 知的障害に関しては、ICD-11 に則った診断基準
や判定の設定とともに、従来の療育手帳制度にお
ける諸々の課題をどのように扱うかということも
不可避である。本研究ではこのうち、療育手帳判

定に用いる情報と多くが重複している特別児童扶
養手当との関連や、療育手帳判定時に必要な除外
診断のための成育歴情報、療育手帳の再判定期間、
の 3 点についての検討を行う。 

 

【研究要旨】 
 本研究では療育手帳制度における諸課題について、特別児童扶養手当との関連や療育手帳判定
時に必要な成育歴情報、療育手帳の再判定期間を取り上げ、医学的な観点や先行研究のレビュー
から検討を行った。その結果、療育手帳や特別児童扶養手当の認定手続きについては、少なくと
も診断書作成や心理検査に関する部分は一元化し、本人、家族、主治医の負担の軽減と行政の業
務の効率化を図ることが望ましいと考えられた。療育手帳判定で把握すべき成育歴の情報に関し
ては、養育状況などの生育環境、精神症状や学業成績などの子どもの状態、発達期のある時点に
おける子どもの行動の変化、抑うつ、不安、強迫、奇異な言動、睡眠や食欲の変化、学齢期では
学業成績の変動、妊娠中の母胎の健康状態、染色体異常等の本人に係る医学的状態に関する情報
の把握が必要と考えられた。療育手帳の再判定に関して、海外における知能や適応行動の安定性
や変化に関するレビューから、概ね 18 歳未満では 3 年程度、18 歳以上では 5 年程度と年齢によ
って適切な再判定期間が異なるとともに、知的障害のある者でも程度によって安定性が異なるこ
とや、精神疾患への罹患等による後天的な機能低下が起こりうることから、申請制による再判定
の機会を設けることも必要であることが示された。 
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B. 各検討点の整理 

1．療育手帳と特別児童扶養手当の関連 

1－1 知的障害・発達障害のある子どもに対する
経済的支援 

 障害児者への経済的支援は所得保障と出費の軽
減に大別され、前者では成人を対象とした障害年
金および特別障害者手当、児童を対象とした特別
児童扶養手当および障害児福祉手当が、後者では
自立支援医療や自治体による医療費助成、障害児
者を対象とした福祉サービス利用の自治体負担、
交通運賃やテーマパーク入場料の割引などが挙げ
られる （青木，2022）。知的障害・発達障害のある
子どもがいる家庭では、所得保障のために特別児
童扶養手当および／または障害児福祉手当の受給
を検討し、出費の軽減を含む障害児向け福祉サー
ビス利用のために療育手帳および／または精神障
害者保健福祉手帳の取得を検討することになる。 

 

1－2 特別児童扶養手当（知的障害・精神の障
害）の認定手続き適正化に向けた取り組み 

 現行の特別児童扶養手当の認定手続きでは、認
定率が自治体間で大きく異なる可能性が指摘され
てきた（齋藤，2019；本田，2022；本田，2024）。
平成 29 年度～平成 30 年度厚生労働行政推進調査
事業「特別児童扶養手当等（精神の障害）の課題分
析と充実を図るための調査研究」 （齋藤，2019）、令
和 2 年度～令和 3 年度厚生労働科学研究「特別児
童扶養手当（精神の障害）の認定事務の適正化に
向けた調査研究」 （本田，2023）、令和４年度～令和
５年度厚生労働科学研究「特別児童扶養手当（知
的障害・精神の障害）に係る等級判定ガイドライ
ン案の作成のための調査研究」 （本田，2024）では、
これらの課題の分析を行い、特別児童扶養手当（知
的障害・精神の障害用）および障害児福祉手当（精
神の障害用）の認定診断書の改定案および等級判
定ガイドラインの作成を行ってきた。 

 認定の地域差に関して令和 2 年度に行った全国
調査では、40 の自治体から得られた特別児童扶
養手当（知的障害・精神の障害）の認定結果のデ
ータ 4,419 件の分析で、認定率（1 級または 2 級
と判定される比率）は 33.6%から 100%の範囲で
あり、自治体間で大きなばらつきがあった（本
田，2023）。認定診断書の改定案作成では、様々
な診断と重症度の模擬症例 11 例に対して日本児
童青年精神医学会の医師会員に診断書の記入を依
頼し、626 名より回答を得た。認定診断書案の記
入内容を統計解析した結果、「障害のため要する
援助の程度」の判定において、妥当性と評価者間
信頼性のいずれもが一定の基準を満たしているこ
とを確認した（本田，2023）。さらに、模擬症例
に対する認定診断書について、特別児童扶養手当
（知的障害・精神の障害）の判定業務を実際に行
っている認定医 71 名に等級判定ガイドライン素
案を用いて判定するよう依頼し、得られた判定結
果の妥当性と評価者間信頼性を調査した。44 名
（62.0％）から回答があり、一定の妥当性と評価
者間信頼性が得られた。（本田，2024）。この研究
班で作成した認定診断書改定案に診断医が記入
し、等級判定ガイドライン素案に沿って認定医が
判定するという手続きを導入することによって、
特別児童扶養手当（知的障害・精神の障害）にお
ける認定の地域差の解消が期待される。 

 

1－3 障害者手帳と年金／手当の関係に関する課
題 

 療育手帳の判定は児童相談所または障害者更生
相談所で行われ、精神障害者保健福祉手帳、特別
児童扶養手当、障害児福祉手当は医療機関で診断
書を作成することが多い。手帳や手当の認定では
知能検査をはじめとする心理検査による所見が大
きな比重を占めるが、心理検査を短い間隔で繰り
返すわけにいかないため、検査をどこでどのタイ
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ミングで受けるのか、検査データをどのように共
有するのかなど、現場で混乱が見られることも多
い。また、精神障害者保健福祉手帳や手当の申請
に際しては、それぞれに別個の診断書への記載を
主治医に依頼し、手続きをしなければならない。
すべての手帳や手当について、取得／受給開始後
もそれぞれに求められた期間に応じて別々に更新
していく必要がある。本人や家族にとって煩雑で
あるだけでなく、主治医の業務をもしばしば圧迫
している。 

 日常生活の支障の程度に応じた福祉サービスを
提供するという共通の目的で行われる手帳や手当
の認定手続きについては、少なくとも診断書作成
や心理検査に関する部分は一元化し、本人、家
族、主治医の負担の軽減と行政の業務の効率化を
図ることが望ましいと思われる。 

 

2．療育手帳判定時に必要な成育歴情報 

2－1 環境要因 

知的障害は発達期に生じる障害で、知的機能と
適応機能の両者が制限されることで定義される。
重度の知的障害の場合は 2、3 歳の低年齢で気づか
れるが、軽度の人は学業の困難がある学齢期にま
で確認できるようにならないことがある。重症度
が発達とともに変化することはありうるが、一般
的には障害が生涯にわたる。知的障害であれば、
その症状・特性が幼少時から継続してみられる。 

知的障害を判断する時期は幼児期から成人期ま
で多岐にわたる。幼児期において注意すべきは、
子どもの養育環境である。特に乳幼児期における
極端な心理社会的剥奪は言語発達や対人交流など
の特定の精神機能にネガティブな影響を与える。
社会的剥奪による子どもの状態は、子どもがより
好ましい環境に移った後に大幅に改善することが
ある。したがって、養育環境に明らかな問題があ
る場合には知的障害の診断は慎重にすべきであ

り、まず養育環境の改善をはかる必要がある。し
かし、発達に十分な刺激が得られる好ましい環境
に一定期間過ごした後でも、診断要件を満たす場
合には知的障害と診断する。 

 

学童期以降に知的障害を診断する場合には、生
育歴を聴取する際に精神疾患の可能性も考慮する
必要がある。精神疾患を発症した場合には、少な
くとも一時的には適応行動能力・知能テストで測
定される数値のどちらも低下する可能性がある。 

 多くの精神疾患は児童期にも発症する。知的機
能や適応機能の制限が知的障害以外の精神疾患の
存在で説明できる場合は、知的障害と診断される
べきではない。 

 一方、知的障害のある人に精神疾患が合併する
ことも珍しくない。その場合は併存診断がなされ
るべきである。子どもの精神疾患を評価する際に
は、発達レベルおよび知的機能に適した方法を用
いて精神症状や知的能力を評価することが必要で
あり、過去の発達歴と現在の状態をよく知る人の
情報が不可欠である。 

 統合失調症、気分障害などの精神疾患は乳幼児
期に発症することは通常なく、発達期のある時点
から行動の変化や精神症状が出現する。精神症状
が出現した後に知的機能・適応行動のアセスメン
トを行えば知的障害と誤診する可能性がある。 

 知的障害の場合には、発達早期から対人交流、
コミュニケーション能力、行動コントール、社会
的状況における危険の判断、集団適応能力の課題
があり、学齢期では学校適応や学業成績に課題が
あることが多い。一方、知的障害のない精神疾患
では精神疾患の発症までは、知的機能・適応行動
の障害は通常ないと考えられる。 

 精神疾患のために知能テストの結果が低下する
ことがあるので注意が必要である。代表的な状況
を下記にあげる。 



207 

 

・抑うつ症候群・うつ病 

うつ病・うつ状態では興味の消失、不眠、制止
（思考や動作が通常より緩慢になる）などの症
状のために本来の能力を発揮できない。 

・統合失調症 

統合失調症では思考障害、発話の統合不全（話
が脱線する、話していても意味を成さない）、行
動が緩慢になる（カタトニア）などの症状があ
り、精神状態によっては極めて低得点になる。
一方、薬物療法などにより精神状態が改善する
と高得点をとることがある。 

・不安症 

不安や緊張のためにテスト場面で設問に答え
られず、低得点になることがある。 

・強迫症 

こだわりのために確認などを繰り返し、時間制
限のある課題では低得点になることがある。 

 

このような精神疾患があるとテスト場面での成
績は低下しやすい。また適応行動についても精神
疾患の症状が存在すると、通常の状態よりも低下
する。従って、テストの実施者は単にマニュアルに
そって数値を出すだけでなく、子どもの現在と過
去の状態を把握することが必要である。 

生育歴・現在の状態について聴取すべき環境要
因・本人の状態について下記のような情報が含ま
れる。 

 

・生育環境 

社会的ネグレクト、養育者の変更、虐待 

・子どもの状態 

発達期のある時点における子どもの行動の変
化、抑うつ、不安、強迫、奇異な言動、睡眠や
食欲の変化、学齢期では学業成績の変動 

 

2－2 身体面 

 妊娠中の母胎へのアルコール、薬剤、鉛、一酸化
炭素などへの曝露は胎児の神経系の発達に悪影響
をもたらし、知的障害の原因となり得る。ただし、
妊娠がわかる前に飲酒をしていること、妊娠中の
身体不調などに対して、医師の指示のもとで鎮痛
剤などの服用をしていることは極めて一般的であ
る。妊娠中の飲酒や薬物服用の有無について直接
的に問うのではなく、妊娠中の健康状態をざっく
りと聞いて、参考にするのが良い。 

 新生児仮死、極度の低出生体重、West 症候群な
どのてんかん、ダウン症などの染色体異常、未治療
のクレチン症などのような代謝異常も高率に知的
障害を併存する。さらに出生後の発達は正常であ
っても、発達の過程で、脳炎、脳腫瘍（術後を含む）、
低酸素脳症、頭部外傷などのような脳器質的障害
によって、知的能力が低下する場合も、18 歳未満
にその低下が起こった場合には、知的障害の定義
に含まれる。このような場合には、正常発達の後
に、これらの中枢神経系への障害を伴い、知的能
力が低下したという明確な時間関係を把握する必
要がある。 

 知的機能や適応行動の評価結果の解釈において
は、検査実施や日常生活機能に関連する項目を考
慮に入れ、単にはじき出された数字だけで、知的
障害に含めてしまう可能性は排除しなければなら
ない。具体的には、運動障害、聴力障害、視覚障害
が含まれる。 

 従って、生育歴において聴取すべき身体面の情
報は下記の通りである。 

 

・母胎の問題 

妊娠中の母胎の健康状態（アルコール、薬剤、
鉛、一酸化炭素など） 

・その他 

１）知的障害と関連しうる本人の医学的状態 



208 

・新生児仮死 

・極度の低出生体重 

・脳器質性疾患（脳炎、脳腫瘍、低酸素脳症、
頭部外傷、てんかん） 

・染色体異常 

・先天代謝異常 

２）検査結果の判断時に考慮すべき項目 

・運動障害、聴力障害、視覚障害 

 

3．療育手帳の再判定期間 

 療育手帳の再判定期間については自治体によっ
て異なり、また成人を境に再判定の有無など実態
は様々となっており、具体的な再判定期間が明示
されていない自治体もある（東京都，2023；埼玉
県，n.d. ；香川県，2024 ：兵庫県，2022）。では、科
学的な視点からは知能や適応行動の再判定にはど
の程度の期間を置くことが妥当なのか。知能や適
応行動の安定性に関する先行研究のレビューから、
療育手帳の再判定期間について検討する。 

3－1 知能の安定性 

 はじめに、一般人口における知能の安定性に関
する研究を概観する。Lothian Birth Cohort 1921 の
参加者を対象とした研究では、Moray House Test No. 

12 を用いて 106 名を対象に 11 歳時点と 90 歳時点
での精神機能を評価した結果、r = .54 の強い正の
相関が見られたことを報告している（Deary et al., 

2013）。また、同様に Lothian Birth Cohort の 1921 年
と 1936 年の対象者から、Moray House Test No. 12

を用いて 11 歳から 70 歳、79 歳、87 歳までの知能
の安定と変化を追跡した研究では、MHT 得点の相
関はそれぞれ 11－70 歳間で r = .67、11－79 歳間
で.66、11－87 歳間で.51 と加齢とともに減少して
いく傾向が報告されている（Gow et al., 2011）。こ
れらから、年数が経つほど変化が見られるものの、
人間の知能は一生涯を通じて一定の安定性を有し
ていることがうかがえる。また、成人以降での知

能の安定性について、262 名を対象とした縦断研
究で 18 歳から 50 歳、55 歳、60 歳、65 歳の知能と
の標準化回帰係数の変化を調べた研究では、.95 か
ら.94、.86 と高い値が維持されている一方、特にワ
ーキングメモリーが強く関連していることが示唆
されている（Rönnlund et al., 2015）。 

 これまでは児童青年期から壮年期・老年期にお
ける知能の安定性の報告であったが、より短期間
での安定性についてはどうであろうか。Munich 

Longitudinal Study on the Ontogenesis of Individual 

Competencies のデータを用いた 215 名について、
アセスメントを 4 歳、5 歳、7 歳、9 歳、12 歳に実
施し、その後 17 歳、23 歳と追跡調査を行った研究
では、社会経済状況（SES）と年齢を統制した一般
知能の測定値について、年齢が高い時点の結果ほ
ど、また検査間隔が短いほど相関が高い傾向が示
された（Schneider et al., 2014）。また、この研究で
は知能によるサブグループ解析も行っており、IQ

で三分位に分けた下位の平均 IQ93（SD = 6.0）の
低 IQ 児群、平均 IQ108 （SD = 3.6）の平均 IQ 児群、
平均 IQ121 （SD = 4.3）の高 IQ 児群を比較すると、
IQ の経時的安定性は高 IQ 児よりも低 IQ 児の方が
高いことが示されている（Schneider et al., 2014）。
また、知能の安定性を検証した 205 の縦断研究を
対象にメタ分析を行った研究では、合計 87,408 名
の対象者において、年齢ごとでの知能の安定性を
検証した結果、知能の自己相関係数は 7 歳未満で
は rtt < 0.7 である一方、7 歳以上では rtt = 0.7–0.8 と
やや安定し、成人では rtt > 0.8 と高い自己相関の安
定期間が 5–6 年続くことが報告されている（Breit 

et al., 2024）。このように知能は一定の安定性がみ
られる一方で、幼児期や児童・青年期、成人期とい
った発達段階でも安定性の変動が見られることが
示されている。 

3－2 知能検査の再検査信頼性 
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 知能の安定性とともに、検査ツールの再検査信
頼性の点からの検証も行われている。児童青年 344

名（男子 66%、初回検査年齢平均 8.74 歳（6.1–14.3

歳）、再検査年齢平均 11.6 歳（7.5–16.6 歳））を対
象に WISC-IV の安定性を検証した研究では、平均
検査間隔 2.84 年で言語理解（VCI）と知覚推理
（PRI）、ワーキングメモリー（WMI）、処理速度
（PSI）、全検査 IQ （FSIQ）の再検査信頼性（相関
係数）はそれぞれ、r = .722、.756、.655、.649、.815

であり、FSIQ が比較的高い一方、4 つの指標得点
は若干低い結果となった（Watkins & Smith, 2013）。
また、児童青年 225 名（男性 160 名、女性 65 名、
初回検査年齢平均 9.1 歳（6.1–14.8 歳）、再検査年
齢平均 11.7 歳（7.4–14.8 歳））を対象に WISC-V の
安定性を検証した研究では、平均 2.6 年の間隔を
空けた再検査信頼性（相関係数）は FSIQ で.86、
VCI で.84、視空間（VSI）で.82 と比較的高い一方、
流動性推理（FRI）で.69、WMI で.74、PSI で.77 と
若干低いことが報告されている（Watkins et al., 

2022）。このように児童青年期においては 2～3 年
ほどで、知能検査の結果に変動が起こりうること
が示唆されている。 

3－3 適応行動の軌跡と変動 

知能の安定性や変動性がみられる一方、知的障
害の診断基準のもう一つの柱となる適応行動の安
定性はどうであろうか。Hamamatsu Birth Cohort for 

Mothers and Children (HBC Study) の参加者 994 名
とその母親 893 名を対象に、一般人口における適
応行動の軌跡のパターンを検証した研究では、2.7

歳や 3.5 歳、4.5 歳、6 歳、9 歳時点での適応行動を
評価した結果、適応行動の軌跡で 4 つの class を報
告しており、いずれも経過によって多少の変動が
見られながらも class 順位の逆転はなく、一定の安
定性がみられた（Nishimura et al., 2022）。中でも、
適応行動が他の群より全般的に低い群では、IQ の
低さ（平均 78.4）や社会性の問題（SRS-2 平均得点

54.8）が見られ、適応行動と知能や社会性の問題と
の関連が示されている（Nishimura et al., 2022）。軽
度の知的障害のある児童青年 40 名（男子 24 名、
女子 16 名、IQ 平均 56.9）を対象とした研究では、
知能検査による IQ では適応行動の予測が有意で
なかった一方、実行機能の得点が将来の適応行動
の得点を有意に予測したことが報告されている
（Gravråkmo et al., 2023）。 

適応行動の変動について、1968 年から 2018 年
までの 50 年間に発表された論文のシステマティ
ックレビューを行った研究では、日常生活技能の
獲得に介入支援が効果的であることが示されてい
る（Burns et al., 2019）。支援による適応行動の改善
もみられるものの、知的障害児者においては、メ
ンタルヘルスや精神疾患等の問題も多くの研究で
指摘されている。MEDLINE と PsycINFO における
2018 年までの 19 の研究、知的障害のある児童青
年 6,151 名 を 対 象 と し た レ ビ ュ ー で は 、
Developmental Behaviour Checklist による把握で
38%、Child Behaviour Checklist で 49%が問題を有
することが示され、注意欠陥・多動性障害（39％）、
不安障害（7–34％）、行為障害（3–21％）、うつ病
（3–5%）がみられた（Buckley et al., 2020）。このよ
うに、適応行動は改善のみならず悪化する可能性
も示されている。 

3－4 精神疾患による影響 

 先述のとおり、知的障害者が精神疾患になりう
るリスクも懸念される。成人の知的障害者 16–64

歳に Psychiatric Assessment Schedule for adults with 

Developmental Disability (PAS-ADD) による面接を
行って検証した研究では、精神疾患全体の有病率
は一般人口とほぼ同じである一方、統合失調症と
恐怖症がそれぞれ 0.4%と 1.1%高いことが報告さ
れており、知的障害が後天的な精神疾患のリスク
因子であることが示されている（Deb et al., 2001）。 
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 特に統合失調症に関しては、認知機能へのネガ
ティブな影響が示されており、自閉スペクトラム
症（ASD）と統合失調症の知能検査結果に関する 6

つの研究についてメタ分析を行った研究では、16–

41 歳の年齢範囲で ASD190 名（平均 IQ98.0）、統
合失調症 260 名（平均 IQ90.8）における WAIS の
結果を比較したところ、統合失調症の者が ASD 者
より有意に低い得点であったことが報告されてい
る（Kuo & Eack, 2020）。また、統合失調症患者 223

名（平均 30.8 歳）と双極性障害患者 175 名（平均
34.0 歳）の知能の軌跡を検証した研究では、
Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence により測
定した IQ の程度で 3 つのクラスターが得られ、知
能に影響が見られない群（平均 IQ118.3、SD = 6.5）
や軽度の認知障害を伴う群（平均 IQ103.1、SD = 4.5）
では同程度の割合であったものの、全般的な認知
機能の障害がみられる群（平均 IQ85.0、SD = 7.2）
では 73%が統合失調症患者であったことが報告さ
れている（Vaskinn et al., 2020）。本稿の 2．療育手
帳判定時に必要な成育歴情報で記したように、療
育手帳判定の際には成育歴等の情報から先天的な
知的障害と後天的な知能低下を識別する必要があ
るが、知的障害者が統合失調症に罹患する併存疾
患による一層の機能低下も懸念される。 

 

C. 結論 

1．療育手帳と特別児童扶養手当の関連 

療育手帳や特別児童扶養手当の認定では知能検
査をはじめとする心理検査による所見が大きな比
重を占めるが、心理検査を短い間隔で繰り返すわ
けにいかないため、検査をどこでどのタイミング
で受けるのか、検査データをどのように共有する
のかなど、現場で混乱が見られることも多い。また、
すべての手帳や手当について、取得／受給開始後
もそれぞれに求められた期間に応じて別々に更新
していく必要がある。本人や家族にとって煩雑で

あるだけでなく、主治医の業務をもしばしば圧迫
している。そのため、日常生活の支障の程度に応じ
た福祉サービスを提供するという共通の目的で行
われる手帳や手当の認定手続きについては、少な
くとも診断書作成や心理検査に関する部分は一元
化し、本人、家族、主治医の負担の軽減と行政の業
務の効率化を図ることが望ましいと思われる。 

 

2．療育手帳判定時に必要な除外診断のための成育

歴情報 

知的障害は発達期に生じる障害である。重症度
が発達とともに変化することはありうるが、一般
的には障害が生涯にわたり、その症状・特性が幼
少時から継続してみられる。しかし、養育環境に明
らかな問題がある場合には、知的障害の診断は慎
重にすべきである。さらに、知的機能や適応機能
の制限が知的障害以外の精神疾患の存在で説明で
きる場合は、知的障害と診断されるべきではない。
判定の際、検査の実施者は単にマニュアルにそっ
て数値を出すだけでなく、子どもの現在と過去の
状態を把握することが必要である。 

妊娠中の母胎へのアルコール等は知的障害の原
因となり得るため、妊娠中の健康状態を聴取して
参考にするのが良い。正常発達の後であっても、中
枢神経系への障害により知的能力が低下したとい
う明確なケースの場合、時間関係を把握する必要
がある。知的機能や適応行動の評価結果の解釈に
おいては、検査実施や日常生活機能に関連する項
目は検査の結果に影響を及ぼすため、運動障害、
聴力障害、視覚障害の有無を把握する必要がある。 

 まとめると、療育手帳の判定の際、以下の申請
児者の成育歴の情報を把握することが必要である。 

（1） 生育環境 

社会的ネグレクト、養育者の変更、虐待 

（2） 子どもの状態 
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発達期のある時点における子どもの行動
の変化、抑うつ、不安、強迫、奇異な言
動、睡眠や食欲の変化、学齢期では学業
成績の変動 

（3） 母胎の問題 

妊娠中の母胎の健康状態（アルコール、
薬剤、鉛、一酸化炭素など） 

（4） その他 

(ア) 知的障害と関連しうる本人の医学的状態 

・新生児仮死 

・極度の低出生体重 

・脳器質性疾患（脳炎、脳腫瘍、低酸素脳症、
頭部外傷、てんかん） 

・染色体異常 

・先天代謝異常 

(イ) 検査結果の判断時に考慮すべき項目 

・運動障害、聴力障害、視覚障害 

 

3．療育手帳の再判定期間 

先行研究のレビューから、知能は生涯を通じて
一定程度の安定性を有している一方、加齢や状態
の変化によって変動しうることが確認された
（Deary et al., 2013; Rönnlund et al., 2015）。また、一
般的に再検査の間隔が短期間であるほど相関係数
は高いものの（Schneider et al., 2014）、幼児では変
動が比較的大きく、7 歳以上でやや安定し、成人以
上では 5–6 年は安定する傾向が示された（Breit et 

al., 2024）。知能検査の再検査信頼性の検証結果か
ら概ね 3 年ほどで FSIQ や各指標の相関係数
が.70–.80 程度になることを踏まえると（Watkins & 

Smith, 2013; Watkins et al., 2022）、知能の再判定に
ついては 18 歳未満では 3 年程度、18 歳以上では 5

年程度の間隔を空けることが妥当であると思われ
る。ただし、低 IQ 群では知能の安定性が高いこと
や（Schneider et al., 2014）、成人以降では高い安定
性が示されているため（Breit et al., 2024）、すでに

重度・最重度の 18 歳以上の知的障害者については、
再判定の必要性は低いものと考えられる。 

 適応行動に関しては、発達段階による変動とと
もに、IQ や社会性の程度との関連で軌跡のパター
ンが異なることが示された（Nishimura et al., 2022）。
また、日常生活技能は獲得可能で介入支援の効果
がみられること（Burns et al., 2019）、一方で知的障
害児者では健常者よりメンタルヘルスの問題や精
神疾患のリスクが高いことから（Buckley et al., 

2020）、一定期間での改善・悪化の可能性が示唆さ
れる。 

さらに、精神疾患による認知機能と適応行動の
低下のリスクや（Deb et al., 2001; Kuo & Eack, 2020; 

Vaskinn et al., 2020）、実行機能が適応行動を予測す
ることを踏まえると（Gravråkmo et al., 2023）、知能
と同様に一定期間での再判定を行うとともに、著
しい環境変化や状態の悪化に応じた再判定を可能
とするために、知的障害者本人や家族などからの
申請による再判定の機会の設定も必要と考えられ
る。 

 ただし、実際には各自治体の再判定期間や実施
体制は様々であるため、今回提示した間隔での再
判定を実施することが現実的に困難であることも
想定される。全国での統一や現場への導入にあた
っては、各自治体・機関の実態を把握して共に検討
することで、実現可能な方策を見出すことが重要
と思われる。 
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